
Ⅰ．はじめに

　日々大小さまざまなけがが発生する教育現場において，
初期対応に求められる応急手当は教員全員が実施できる
べきである1）。しかし，実情は子どもの救急に備えられ
ておらず，学校で発生する日常的な怪我に対する教員の
対応は十分ではないことが指摘されている2）。また，一
般教員は応急手当を行うことに不安を感じている3）こと
が分かっており，救急の判断と対応を養護教諭に任せよ
うとしていることが報告されている4）。さらに，86.6％
の養護教諭が，一般教諭による応急手当に課題を感じた
経験を持ち5），９割近い養護教諭が，一般教諭に対して
応急手当の知識や技術の指導が「必要と思う」と回答し
ている6）。
　また，高校卒業時までに応急手当を学習する機会は家
庭や学校における経験が中心となっているが，その知識
は根拠不十分な民間療法であり，適切なものではないこ
とが明らかとなっている7）。さらに，教員養成課程では
学校における安全教育が十分におこなわれていないこと
が指摘されている8）ことから，教育現場で教員が子ども
に行っている手当は，教員自身が学校や家庭で学習した
民間療法であることが推察される。
　このため，教育現場で適切な応急手当を実施できる教
員を増やすためには，教員養成大学在学中の学生が，最
新の医療情報に基づいた応急手当の方法を体系的に学習
することが必要であり，現場の管理職も教員養成段階で

の学習を望んでいる9）。
　一方，事前に実施した現職の教員への調査では，ほと
んどの教員が大学で学校安全の基盤である応急手当など
についての授業を受講しなかったと回答しており，学生
の学習環境が整備されていない可能性が考えられている。

Ⅱ．研究の目的

　上記より教員養成大学の学習現状と，学校現場が教員
養成大学に期待する内容には大きな差があると考えられ
た。このため学校現場の要望に応えた教員を養成できる
授業開発を目指して，教員養成段階での応急手当の学習
実態を調査した。なお本研究では，救急搬送が求められ
るような応急手当に限らず，教室内で日常に起こるけが
への対応法に関する学習機会について調査した。

Ⅲ．調査対象と方法

⑴　調査対象大学
　全国の国立教員養成大学43大学を調査対象とした。な
お，群馬大学・宇都宮大学は2020年度から共同教育学部
を設置，富山大学・金沢大学は2022年度から共同教員養
成課程を設置し，合同の講座を開講するため，それぞれ
を１大学として扱った。

⑵　調査方法
　各調査対象大学のホームページ上に公開されているシ
ラバス検索を利用した調査を行った。キーワード検索が
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できる場合，「応急手当，救急蘇生，救命手当，学校安全，
安全教育，安全管理，学校保健，傷の手当，擦り傷，冷
却」以上10個の応急手当に関する用語を基に検索した。
　また，シラバス検索では調査内容について情報を得ら
れなかった場合，各調査対象大学のホームページ等に公
開されている学生便覧・履修規程・カリキュラムマップ，
研究者検索ができるサイトおよびresearchmapから情報
を集めた。さらに，インターネット上の調査で十分な情
報を得られなかったものに関しては電話・電子メールを
用いて各調査対象大学の教務や，講座担当の教員に聞き
取り調査を行った。

⑶　調査対象の講座
　一般教員による軽微な怪我への応急手当に着目して調
査を行う目的から，調査対象とする講座を制限した。
　医療系知識の習得が必須である養護教諭を対象とした
講座は調査対象外とし，さらに軽微な怪我への応急手当
に着目するため，心肺蘇生法のみ扱う講座は対象外とした。
　また，毎年開講し，今後の開講も見込める講座を調査
対象とするため，2023年度に開講しており，新カリキュ
ラムに対応する講座を調査対象とした。偶数年開講の講
座や旧カリキュラムに対応する講座も一部存在したが，
受講に制限が生じるとして，対象外とした。
　学校に勤務する教員の学習機会を明らかにするため，
教員養成を目的とした教育学部開講講座に限定した。さ
らに幼稚園教諭対象の講座等は対象外として，義務教育
免許取得が目的の講座を調査対象とした。
　教員免許取得希望学生を対象とするため，学部学生を
対象とする講座に限定した。

⑷　調査内容
　「１大学当たりの応急手当に関する講座開講数」「受講
対象学生の専門性」「単位区分（受講しないと卒業ができ
ない必修講座か，学生の意志で受講の有無を決定できる
選択講座か）」「応急手当に関する講義時数」「講座で扱う

内容」「教員の専門性」以上６点に絞って調査を行った。

Ⅳ．結果と考察

⑴　応急手当に関する講座を開講する大学数
　調査対象43大学の内，2023年度に応急手当に関する講
座を開講している大学は37大学（86.0％），開講してい
ない大学は６大学（14.0％）であった（図１）。応急手
当に関する講座を開講しない大学が存在することが判明
した。

⑵　大学で開講する応急手当を扱う講座数
　37大学で59講座を開講しており，複数の講座で応急手
当を扱う大学は16大学あった。一方，21大学では１講座
のみ応急手当を扱っていた（図２）。知識の習得には反
復学習が重要であること10）から，複数回の学習を担保で
きない現状では，応急手当に関する知識・技術の定着を
図ることは難しいといえる。

⑶　全学生が応急手当を扱う講座の受講対象である大学数
　全43大学のうち，全学生の受講を必須としている大学
は２大学であった（図３）。なお，この２大学は大阪教
育大学と宮城教育大学であり，それぞれ事件，災害の教
訓から学校安全教育11）と防災教育12）に注力している大学
である。
　応急手当を扱う講座の開講はあるが，必修ではない大
学は５大学だった。また，学生の専門性によって受講を
制限している，もしくは応急手当を扱う講座の開講がな
い大学は36大学あった。このことから，41大学では，応
急手当に関して学習しなかった学生にも教員免許を付与
することが明らかとなった。

⑷　応急手当に関する講座の受講対象学生の専門性
　全59講座の受講対象学生を調査したところ，83.1％に
あたる49講座は保健体育科学生を対象とした講座だった

図１　応急手当を扱う講義を開講する大学数（ｎ＝43）
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（図４）。全学生を対象とした講座は８講座あり，家庭
科学生，特別支援教育学生を対象とした講座は１講座ず
つ開講していた。保健体育科を対象とした講座数と全学
生を対象とした講座数には差があり，保健体育科以外の
学生は応急手当の学習に関して重要視していない可能性
がある。
　教育現場での怪我の発生状況に目を向けると，理科の
実験授業では小さなやけどや切り傷に始まり13），救急搬
送を伴う程の大きな事故が発生している現状がある14）。
また，家庭科，技術科，美術科，図工でも軽度な受傷や
医療受診が必要な受傷は数多く発生している15）。さらに，
小学校で体育の授業を担当する教員は保健体育科出身教
諭とは限らず，保健体育科以外の教員も応急手当が必要

な状況で初動が取れる能力は必要だ。しかし，保健体育
科に所属しない学生は怪我の対応を大学で学習しない現
状が浮き彫りとなった。学校現場で全教職員が適切な応
急手当を実施できるためには，保健体育科以外を専攻す
る学生も応急手当に関して学習できる環境の整備が必要
である。

⑸　応急手当を扱う講座の単位区分
　保健体育科対象の講座と保健体育科以外を対象とした
講座のそれぞれを，単位区分別に分類した。保健体育対
象である49講座の内，35講座は必修講座であり，14講座
は選択講座だった（図５）。保健体育以外を対象とした
講座10講座の内，２講座は必修講座であり，８講座は選

図２　応急手当を扱う講義の数と大学数（ｎ＝43）
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図３　全学生対象の応急手当に関する講座を開講する大学数（ｎ＝43）
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択講座だった。

⑹�　保健体育科学生を対象とした応急手当に関する講座
の開講状況

　教員養成全43大学の内，保健体育科学生が必ず１度は
応急手当を学習して卒業する大学は34大学であり，応急
手当を扱う講座が準備されていない大学は６大学あった
（図６）。他の３大学は，応急手当に関する講座を開講
しているものの，学生にとって受講が義務ではなく，学
生の意志で受講できる。以上のことから，保健体育科の
学生でも一部の学生は応急手当を学習していない可能性
がある。
　教育職員免許法施行規則に，保健体育科教員免許状の
取得のために教科に関する専門的事項として「学校保健
（小児保健，精神保健，学校安全及び救急処置を含む）」
の単位習得が必要だと記載されている16）。調査対象の
2023年度には開講せず，隔年で講座を開講し，保健体育

科の学生は必ず応急手当を学習して卒業をしている可能
性が高い。しかし，学校管理下のけがの発生は体育の授
業中が最も多く15），そして授業内で応急手当の指導が求
められる16）ことから，保健体育科の教員が応急手当に関
わる機会は数多い。このため，保健体育科に所属する学
生を対象とする学習機会のより一層の充実が必要である。

⑺　各講座の中で応急手当を扱う授業数
　応急手当を扱う講座内で，どの程度の回数応急手当に
関する授業を実施するのか調べるため，総授業時数と応
急手当に関する授業数をそれぞれ集計し，散布図にまと
めた（図７）。上に行くほど１講座内で開講する授業実
施回が多いことを示しており，右に行くほど応急手当に
関する授業数が多いことを示している。授業１回の中で
応急手当とは別の内容を併合して扱っている場合，授業
１回分の扱いはないとして，0.5回と計上した。心肺蘇
生法は計上しなかった。

図５　受講対象別応急手当に関する講座の単位区分（ｎ＝59）

図４　受講対象別応急手当に関する講座数（ｎ＝59）
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　講座の単位区分別に比較をしたところ，選択講座の方
が開講する授業内で応急手当を扱う割合が高い傾向が
あった。必修の37講座の内，複数回にわたって応急手当
を扱う講座は27.0％であり，必修ではない22講座の内，
複数回にわたって応急手当を扱う講座は63.6％だった。
選択講座の方が必修講座よりも複数授業回にわたって応
急手当を扱う講座が多いことが分かった。

⑻　応急手当を指導する講師の専門性
　調査対象の全59講座を担当する講師の専門性を調査し
た。オムニバス形式の講座の場合，特に応急手当を扱う
授業回の担当講師の専門性を抽出した。７講座は医療系
専門職が担当し，52講座は教育系専門職が担当していた
（図８）。
　医療系専門職が担当する７講座の内，医師が６講座を
担当し，理学療法士が１講座を担当しており，医師の内
２人は大学内の保健管理センターに勤務していた。

図７　単位区分別応急手当に関する授業回数　ｎ＝59

図６　保健体育科学生対象の応急手当を扱う講座の単位区分別大学数（ｎ＝43）
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　教育系専門職が講師を務める52講座の内，39講座は保
健体育科教員が単独，９講座は養護教育教員単独，２講
座は保健体育科教員と養護教育教員の共同，また特別支
援科教員，家庭科教員が１講座ずつ担当していた。教育
系専門職の中には，医師・看護師といった医療系専門職
を背景に持つ教員も複数いたが，現在も医療現場で勤務
している講師より，医療情報の更新頻度は低いと考え，
教育系専門職に分類した。
　財団法人救急振興財団調査研究の報告書には消防機関
や日本赤十字社による講義の重要性が示されている。最
新の医療情報は日々更新されることから，専門家の指導
による最新の応急手当に関する学習が重要だと考えられ
る17）。

Ⅴ．ま と め

　本研究では，シラバス検索，電話・メールを用いた聞
き取り調査を通して教員養成大学の応急手当に関する講
義の開講状況の集計をした。
　応急手当を扱う講座の開講がない大学，繰り返し学習
できる環境が整備されていない大学が存在することが明
らかとなった。教員養成大学で開講する講座履修だけで
は，現場が求める日常的に発生する軽微なけがに対する
応急手当の知識を身に着けることは難しいといえる。
　また，学生の専門性によって応急手当を学習できる機
会は異なっており，全ての教員志望学生が学習できる環
境が現在の教員養成大学には整備されていないことが分
かった。
　学校管理下でのけがは様々な教科時間中に発生してお
り，適切かつ迅速な初動対応のために全教員が基本的な
手当に関する知識・技術を持つことが重要である。全教
員に求められる安全管理能力を育み，組織として学校安
全を推進するためには，専門性に依らず，学生全員が応

急手当に関して学習できる講座の開講が必要である。
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